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川崎市小児慢性特定疾病医療費支給実施要綱 
 
 

平成２６年１２月２６日付 
２６川市こ家第９４１号市長決裁 

 

（趣旨） 

第１条 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法」という。）第１９条の２に規

定する小児慢性特定疾病医療費の支給については、法、児童福祉法施行令（昭和２３年政

令第７４号。以下「政令」という。）、児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１

号。以下「省令」という。）その他別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによ

る。 

（小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請） 

第２条 法第６条の２第２項第１号に規定する小児慢性特定疾病児童（以下「小児慢性特定

疾病児童」という。）の保護者（小児慢性特定疾病児童の親権を行う者、未成年後見人そ

の他の者で、当該小児慢性特定疾病児童を現に監護する者をいう。以下同じ。）又は法第

６条の２第２項第２号に規定する成年患者（以下「成年患者」という。）は、小児慢性特

定疾病医療費の支給を受けようとするときは、法第１９条の３の規定により、保健所長に

申請するものとする。 

２ 前項の規定による申請は、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書（第１号様式）に、

省令第７条の１８の規定による指定医の診断書その他市長が必要と認める書類を添えて

行うものとする。 

３ 小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、政令第２２条第２項に規定する重症

患者の認定を受けようとするときは、小児慢性特定疾病医療重症患者認定申告書（第２号

様式）を保健所長に提出するものとする。 

４ 被用者保険の被保険者のうち、低所得者区分に該当する者は、同意書（第１号様式の２）

を保健所長に提出するものとする。 

（小児慢性特定疾病医療費支給認定の決定） 

第３条 保健所長は、前条第２項及び第３項の申請書を受理したときは、その内容を審査

し、小児慢性特定疾病医療費支給認定の可否を決定する。 

２ 保健所長は、前項の規定により小児慢性特定疾病の医療費支給認定を行うことを決定

したときは、当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者
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に対し、医療費支給認定の有効期間を記載した小児慢性特定疾病医療費支給認定通知書

（第３号様式）及び小児慢性特定疾病医療受給者証（第４号様式。以下「医療受給者証」

という。）を交付するものとする。 

３ 保健所長は、第１項の規定により、法第１９条の４に規定する小児慢性特定疾病審査会

の審査を経たうえで、小児慢性特定疾病の医療費支給認定を行わないことを決定したと

きは、小児慢性特定疾病医療費支給不承認通知書（第５号様式）により、小児慢性特定疾

病児童の保護者又は成年患者に通知するものとする。 

（医療受給者証の再交付） 

第４条 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者（医療費支給認定を受けた成年患

者をいう。以下同じ。）は、医療受給者証を破り、汚し、又は失ったときは、省令第７条

の２３の規定により、小児慢性特定疾病医療受給者証再交付申請書（第６号様式）を、保

健所長に提出し、再交付を受けるものとする。 

（変更の申請） 

第５条 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、法第１９条の５第１項の規定

により、現に受けている医療費支給認定に係る指定医療機関等を変更する必要があると

きは、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書により、保健所長に対し、当該医療費支給

認定の変更の申請をすることができる。 

（変更の届出） 

第６条 医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、省令第７条の９第３項に規定

する事項に変更があったときは、速やかに、小児慢性特定疾病医療費支給変更届（第７号

様式）に医療受給者証を添えて保健所長に提出しなければならない。 

（医療費の支給の申請） 

第７条 省令第７条第３号に規定する医療費の支給を受けようとする医療費支給認定保護

者又は医療費支給認定患者は、小児慢性特定疾病医療費支給申請書（第８号様式）に同意

書（第８号様式の２）を添えて、保健所長を経由して市長に提出するものとする。 

（医療費の支給の決定） 

第８条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、医療費の支

給の可否を決定する。 

２ 市長は、前項の規定により医療費を支給することに決定したときは、小児慢性特定疾病

医療費支給決定通知書（第９号様式）により、医療費を支給しないことに決定したときは、
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小児慢性特定疾病医療費不支給決定通知書（第１０号様式）により、医療費支給認定保護

者又は医療費支給認定患者に通知するものとする。 

（医療費支給認定の更新） 

第９条 省令第７条の２１に規定する医療費支給認定の有効期間を超えて、指定小児慢性

特定疾病医療支援を受ける必要がある場合は、医療費支給認定保護者又は医療費支給認

定患者は、第２条第１項の規定による申請を当該有効期間までにしなければならない。 

（小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額等） 

第１０条 小児慢性特定疾病医療支援負担上限月額の算定に当たっては、政令第２２条の

規定によるものとする。 

 （指定医の指定の申請） 

第１１条 省令第７条の１１の規定により、医師が行う指定医の指定の申請は、小児慢性特

定疾病指定医指定申請書兼経歴書（第１１号様式）により市長に提出するものとする。 

（指定医の指定の通知） 

第１２条 市長は、省令第７条の１０第１項の規定により、前条の申請について指定するこ

とを決定したときは小児慢性特定疾病指定医指定通知書（第１２号様式）により、当該申

請を行った医師に通知するものとする。 

（指定医の変更の届出） 

第１３条 省令第７条の１４の規定により、指定医が行う変更の届出は、小児慢性特定疾病

指定医変更届出書（第１３号様式）により市長に提出するものとする。 

（指定医の更新の申請） 

第１４条 省令第７条の１２の規定により、指定医が行う更新の申請は、小児慢性特定疾病

指定医更新申請書（第１４号様式）により市長に提出するものとする。 

（指定医の指定の辞退） 

第１５条 省令第７条の１５の規定により、指定医が行う指定の辞退は、小児慢性特定疾病

指定医辞退届（第１５号様式）により市長に提出するものとする。 

（指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の申請） 

第１６条 省令第７条の２９の規定により、病院又は診療所の開設者、薬局の開設者及び指

定訪問看護事業者が行う申請は、指定小児慢性特定疾病医療機関指定申請書（第１６号様

式）により市長に提出するものとする。 

（指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の通知） 
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第１７条 市長は、法第１９条の９第１項の規定により、前条の申請について指定すること

を決定したときは第１７号様式により、指定しないことを決定したときは第１８号様式

により、当該申請を行った病院又は診療所の開設者、薬局の開設者及び指定訪問看護事業

者に通知するものとする。 

（指定小児慢性特定疾病医療機関の指定更新の申請） 

第１８条 法第１９条の１０第１項の規定により、指定小児慢性特定疾病医療機関の開設

者等が行う指定更新の申請は、指定小児慢性特定疾病医療機関更新申請書（第１９号様式）

により市長に提出するものとする。 

（指定小児慢性特定疾病医療機関の指定更新の通知） 

第１９条 市長は、法第１９条の１０第１項の規定により、前条の申請について指定更新す

ることを決定したときは第２０号様式により、指定更新しないことを決定したときは第

２１号様式により、当該申請を行った指定小児慢性特定疾病医療機関の開設者等に通知

するものとする。 

（指定小児慢性特定疾病医療機関の変更の届出） 

第２０条 法第１９条の１４及び省令第７条の３５の規定により、指定小児慢性特定疾病

医療機関の開設者等が行う変更の届出は、指定小児慢性特定疾病医療機関変更届出書（第

２２号様式）により市長に提出するものとする。 

（委任） 

第２１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、こども未来局長が定めるものとす

る。 

  

   附 則 

 この要綱は、平成２７年１月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必



5/6  

要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必

要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 

この要綱は、平成３０年９月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必

要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和元年８月１４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必

要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必

要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和５年１０月１日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必

要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

 附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年５月２８日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必

要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和６年１２月１１日から施行し、令和６年１２月２日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必

要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年６月１８日から施行し、令和８年２月１６日から適用する。 

 （経過措置） 

２ 改正前の要綱の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必

要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。 

 


